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本書のねらいと構成 
 

さいたま市では、「さいたま市景観計画（さいたま市告示平成 22 年 4 月 1日第 471 号 以下「景

観計画」という。）」及び「さいたま市景観条例（平成 22 年条例第 20 号。以下「景観条例」とい

う。）」に基づき、一定規模以上の建築物の建築等、工作物の建設等及び物件の堆積を行う行為者

に届出等を行っていただくことにより優れた都市景観の形成への誘導を行います。 

届出等にあたっては、景観計画に規定されている景観形成基準に適合するように、建築物や工

作物（以下「建築物等」という。）、物件の堆積の計画・設計を行わなければなりません。そのた

め本書では、届出等の手順やその届出書等、計画・設計時に配慮し、遵守しなければならない景

観形成基準などについて解説しています。 

 

 

[本書の構成] 

 

第１章  さいたま市景観計画の概要 

この章では、景観行政団体であるさいたま市が景観法第８条に基づき定めた「景観計画」の

うち、届出をする際に必要な内容を示しています。予定する行為の場所が景観計画の区域のど

の区分に属し、そして、建築物等の行為の種類及びその規模が届出の対象行為に該当するのか

を確認してください。 

 

 

第２章  景観計画に基づく届出等の手順 

この章では、事前協議の申出や行為の届出など、行為を行うにあたって必要となる届出等の

種類、手順及び届出書等について示しています。 

 

 

第３章  景観形成基準の解説 

この章では、建築物等の計画・設計の際、守るべき景観計画に規定されている景観形成基準

について解説しています。建築物等の計画・設計等にあたっては、この景観形成基準に適合す

るようにしてください。 

 

 

第４章  行為の届出の要否についての解説 

この章では、特に景観法第 16 条の届出（以下「行為の届出」という。）に該当する行為等に

ついて、その判断基準を示しています。 
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